
第１１９号議案 

 

 

町田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和元年(２０１９年)１１月２９日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一

 



町田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する

条例 

町田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（昭和６０年９月町田

市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 
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改正後 改正前 

別表第１ 別表第１ 

番号 区分 

略 略 

１４ 平成１１年１１月町田市告示第１７６号に定める町田都市計画下小山

田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域（以下次

表において「下小山田地区地区整備計画区域」という。） 

１４の２ 平成１１年１１月町田市告示第１７６号に定める町田都市計画原町田

六丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域（以

下次表において「原町田六丁目地区地区整備計画区域」という。） 

略 略 

１９ 令和元年８月町田市告示第２２２号に定める町田都市計画鶴川駅北地

区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域（以下次表に

おいて「鶴川駅北地区地区整備計画区域」という。） 

略 略 

４３ 令和元年８月町田市告示第２２７号に定める町田都市計画鶴川駅南地

区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域（以下次表に

おいて「鶴川駅南地区地区整備計画区域」という。） 
 

番号 区分 

略 略 

１４ 平成１１年１１月町田市告示第１７６号に定める町田都市計画下小山

田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域（以下次表

において「下小山田地区地区整備計画区域」という。） 

 

 

 

 

略 略 

１９ 平成１９年１２月町田市告示第３９９号に定める町田都市計画鶴川駅

前地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域（以下次表

において「鶴川駅前地区地区整備計画区域」という。） 

略 略 
 

別表第２ 別表第２ 

１～１４ 略 １～１４ 略 

１４の２ 原町田六丁目地区地区整備計画区域  

（あ） （い） （う） （え） （お） （か） （き） 

計画地

区の区

分 

建築することができ

る建築物 

建築物

の容積

率の最

高限度 

建築物

の建蔽

率の最

高限度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

建築物の外壁等

の面から敷地境

界線までの距離

及び適用除外の

建築物等 

建築物の高

さの最高限

度 

距離 適用除

外の建

築物等 

最 高

の 高

さ 

軒の

高さ 
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全地区 次に掲げる建築物以

外の建築物 

（１） 風俗営業等

の規制及び業務

の適正化等に関

する法律（昭和２

３年法律第１２

２号。以下「風営

法」という。）第

２条第６項の規

定に該当する営

業に係るもの 

（２） 作業場の床

面積の合計が１

５０平方メート

ル以下の工場 

― ― ― 町田都

市計画

原町田

六丁目

地区地

区計画

計画図

に表示

する距

離 

― ― ― 

 

１５ 略 １５ 略 

１６ 栄通り地区地区整備計画区域 １６ 栄通り地区地区整備計画区域 

（あ） （い） （う） （え） （お） （か） （き） 

計画地

区の区

分 

建築することが

できる建築物 

建築物の容積

率の最高限度 

建築物

の建蔽

率の最

高限度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

建築物の外壁

等の面から敷

地境界線まで

の距離及び適

用除外の建築

物等 

建築物の高

さの最高限

度 

距離 適用除

外の建

築物等 

最 高

の 高

さ 

軒の

高さ 

商業 A

地区 

次に掲げる建築

物以外の建築物 

（１） 風営法

第２条第６

項の規定に

該当する営

業に係るも

の 

（１） 公共

施設の整備

の状況に応

じた最高限

度（暫定容

積率） １

０分の３０ 

（２） 区域

― ― ― ― ― ― 

（あ） （い） （う） （え） （お） （か） （き） 

計画地

区の区

分 

建築することが

できる建築物 

建築物の容積

率の最高限度 

建築物

の建蔽

率の最

高限度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

建築物の外壁

等の面から敷

地境界線まで

の距離及び適

用除外の建築

物等 

建築物の高

さの最高限

度 

距離 適用除

外の建

築物等 

最 高

の 高

さ 

軒の

高さ 

商業 A

地区 

次に掲げる建築

物以外の建築物 

（１） 風俗営

業等の規制

及び業務の

適正化等に

関する法律

（昭和２３

（１） 公共

施設の整備

の状況に応

じた最高限

度（暫定容

積率） １

０分の３０ 

（２） 区域

― ― ― ― ― ― 
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の特性に応

じた最高限

度（目標容

積率） １

０分の４０ 

 

 

 

略 略 略 略 略 略 略 略 略 
 

年法律第１

２２号。以下

「風営法」と

いう。）第２

条第６項の

規定に該当

する営業に

係るもの 

の特性に応

じた最高限

度（目標容

積率） １

０分の４０ 

略 略 略 略 略 略 略 略 略 
 

１７・１８ 略 １７・１８ 略 

１９ 鶴川駅北地区地区整備計画区域 １９ 鶴川駅前地区地区整備計画区域 

（あ） （い） （う） （え） （お） （か） （き） 

計画地

区の区

分 

建築することがで

きる建築物 

建築物

の容積

率の最

高限度 

建築物

の建蔽

率の最

高限度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

建築物の外壁等の

面から敷地境界線

までの距離及び適

用除外の建築物等 

建築物の高

さの最高限

度 

距離 適用除

外の建

築物等 

最 高

の 高

さ 

軒の

高さ 

略 略 略 略 略 略 略 略 略 

周辺商

業地区

B 

次に掲げる建築物

以外の建築物 

（１） 工場（自

家販売のために

食品製造業を営

むもの及びガソ

リンスタンド、

クリーニング

業、自動車販売

業その他これら

に類するサービ

ス業を営む店舗

に附属するもの

を除く。） 

（２） 倉庫（建

築物に附属する

１０分

の３０ 

― １００

平方メ

ートル 

― ― ― ― 

（あ） （い） （う） （え） （お） （か） （き） 

計画地

区の区

分 

建築することがで

きる建築物 

建築物

の容積

率の最

高限度 

建築物

の建蔽

率の最

高限度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

建築物の外壁等の

面から敷地境界線

までの距離及び適

用除外の建築物等 

建築物の高

さの最高限

度 

距離 適用除

外の建

築物等 

最 高

の 高

さ 

軒の

高さ 

略 略 略 略 略 略 略 略 略 

周辺商

業地区

B 

次に掲げる建築物

以外の建築物 

（１） 工場（自

家販売のために

食品製造業を営

むもの及びガソ

リンスタンド、

クリーニング

業、自動車販売

業その他これら

に類するサービ

ス業を営む店舗

に附属するもの

を除く。） 

（２） 倉庫（建

築物に附属する

１０分

の３０ 

― １００

平方メ

ートル 

― ― ― ― 
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ものを除く。） 

（３） 畜舎 

周辺商

業地区

C 

次に掲げる建築物

以外の建築物 

（１） 工場（自

家販売のために

食品製造業を営

むもの及びガソ

リンスタンド、

クリーニング

業、自動車販売

業その他これら

に類するサービ

ス業を営む店舗

に附属するもの

を除く。） 

（２） 倉庫（建

築物に附属する

ものを除く。） 

（３） 畜舎 

１０分

の２０ 

― １００

平方メ

ートル 

― ― ― ― 

住宅地

区A 

次に掲げる建築物

以外の建築物 

（１） 病院 

（２） 大学、高

等専門学校、専

修学校、各種学

校その他これら

に類するもの 

１０分

の２０ 

― １００

平方メ

ートル 

― ― ― ― 

住宅地

区B 

― ― ― ― 幅員５メ

ートル未

満の道路

の道路境

界線（地区

施設とし

て定める

道路にあ

っては、当

該地区施

設の境界

― ― ― 

ものを除く。） 

（３） 畜舎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

住宅地

区 

次に掲げる建築物

以外の建築物 

（１） 病院 

（２） 大学、高

等専門学校、専

修学校、各種学

校その他これら

に類するもの 

１０分

の２０ 

― １００

平方メ

ートル 

― ― ― ― 
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線）までの

距離 ０．

５メート

ル 

         
 

 

 

 

 

         
 

２０～４２ 略 ２０～４２ 略 

４３ 鶴川駅南地区地区整備計画区域  

（あ） （い） （う） （え） （お） （か） （き） 

計画地

区の区

分 

建築す

ること

ができ

る建築

物 

建築物の容積

率の最高限度 

建 築 物

の 建 蔽

率 の 最

高限度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

建築物の外壁等の面

から敷地境界線まで

の距離及び適用除外

の建築物等 

建築物の

高さの最

高限度 

距離 適用除外の

建築物等 

最高

の高

さ 

軒の

高さ 

中低層

住宅地

区 

― （１） 公共

施設の整備

の状況に応

じた最高限

度（暫定容

積率） １

０分の８ 

（２） 区域

の特性に応

じた最高限

度（目標容

積率） １

０分の１０ 

１ ０ 分

の４。た

だし、目

標 容 積

率 が 適

用 さ れ

る 建 築

物 に つ

いては、

こ の 限

り で な

い。 

― 町田都市

計画鶴川

駅南地区

地区計画

計画図に

表示する

位置 当

該計画図

に表示す

る距離 

地区施設

として定

める区画

道路の道

路境界線

までの距

離 １メ

ートル 

隣地境界

線までの

距離 １

メートル 

次の各号の

一に該当す

る建築物等 

（１） 外

壁等の中

心線の長

さの合計

が３メー

トル以下

であるも

の 

（２） 軒

の高さが

２．３メ

ートル以

下で、か

つ、床面

積の合計

が５平方

メートル

以内であ

る物置そ

― ― 
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 の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。）

に供する

もの 

（３） 軒

の高さが

２．３メ

ートル以

下である

自動車車

庫 
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附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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